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午前９時30分 開会 

 

○委員長（才脇明美君） 

おはようございます。 

ただいまの出席委員は５名であります。定

足数に達しておりますので、総務建設常任委

員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨拶

がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

皆さんおはようございます。 

本日は、お忙しい中御参集いただきまして、

誠にありがとうございます。 

本日の総務建設常任委員会では、49号と53

号議案の関係部分につきまして御審査をいた

だくこととなっております。詳細に御審査い

ただきまして、委員の皆様方に御理解を賜り

たいと存じますので、どうかよろしくお願い

を申し上げます。 

簡単ではございますが、開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、何とぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとおり

でございます。 

１．令和６年豊能町議会12月定例会議付託

案件についてを議題といたします。 

第49号議案、豊能町税条例改正の件を議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

おはようございます。税務課、清水です。 

第49号議案、豊能町税条例改正の件につき

まして、御説明申し上げます。 

着座にて御説明申し上げます。 

議案書は６ページ、概要説明資料は１ペー

ジをお開きください。 

本件は、公益信託に関する法律の全部改正

及び地方税法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、本町税条例において所要の改正を行

うものでございます。 

改正内容につきましては、新たな公益信託

制度の創設に伴い、寄附金税額控除の対象に

公益信託の信託事務に関連する寄附金を追加

するものでございます。 

なお施行期日でございますが、第34条の７

第１項及び附則第４条の３につきましては、

令和７年１月１日、第56条につきましては、

令和７年４月１日にそれぞれ施行となります。 

説明は、以上でございます。御審査いただ

き御決定賜りますようお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

小寺です。 

税金、特に住民税ですよね、ここ。住民税

っていうのは、所得税より大概多いじゃない

ですか。控除が少ないからかもしらんけども

ね。大体収入があって、そこから控除する額

を引いた標準課税額に税率を掛けるという、

その建前でいけばね、その控除の額が増える

と、そういう意味ですよね。 

○委員長（才脇明美君） 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水です。 

はい、委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

住民税に法人の住民税と、それから個人の

住民税がありますよね。個人のやつは、当然

豊能町やったら豊能町に住んでる人にかかる
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よね、一斉にね。法人の場合は、税務署から

書類が回ってくると。そのときに差っ引くと

いう、そういう操作をするんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水です。 

今回の条例改正に対します寄附金税額控除

については、これは法人ではなく個人が対象

になりますので、個人のみの分が対象になる

ものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

信託銀行なんかが多分やってるのが、その

信託という意味と思いますけど、個人がやっ

てるということは信託銀行がやってるやつじ

ゃないということ。個人が持ってくるという

ことですか。その寄附控除の申請か何かを持

ってくるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

はい。税務課、清水です。 

おっしゃるとおり、公益信託につきまして

は、信託銀行等がですね、例えば奨学金に使

うための公益信託を設定したいというふうに、

個人やら法人などが申し出る形にはなるんで

すけれども、この寄附金税額控除の住民税の

対象になるのは、その個人が信託銀行等に申

し出て設定して、主務官庁が認定をして認定

特定広域信託と認められたものが、この寄附

金控除の対象になるということでございます。

それは、この住民税に関しては、個人のみと

いうことでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

ないですか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第49号議案は、原案のとおり可決

されました。 

第53号議案、令和６年度豊能町一般会計補

正予算（第５回）の件（関係部分のみ）を議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。順次発言を求

めます。 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

おはようございます。行財政課、寺倉です。 

それでは、第53号議案、令和６年度豊能町

一般会計補正予算（第５回）の件につきまし

て、その関係部分に係る提案理由を御説明申

し上げます。 

それでは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内、豊能町

議会、本会議、令和６年12月定例会議のフォ

ルダ内の第53号議案一般会計補正予算書を御

覧ください。 

○委員長（才脇明美君） 

着座にて。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

それでは、着座にて失礼します。 

今回の歳入歳出予算の補正内容につきまし

て御説明申し上げます。 

なお、今回の補正につきましては、４月の

人事異動に伴う人件費の補正も行っておりま

すが、それらの説明は省略させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

最初に歳出について御説明申し上げます。 
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○委員長（才脇明美君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課の田中です。着座で説明いたします。 

それでは歳出から順に御説明をいたします。

補正予算書の19ページ、款２．総務費、項１．

総務管理費、目１．一般管理費の６．行政管

理事業でございますが、これは、本年10月１

日からの郵便料金の改定に伴いまして、町が

発送する郵便料の増加が見込まれるため、通

信運搬費250万円を補正するものでございま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

続きまして20ページを御覧ください。７．

基金管理事業でございますが、財政調整基金

につきまして前年度繰越金と前年度の基金運

用収入分を積み立てるものでございます。 

同じく退職金等引当基金積立金でございま

すが、こちらは前年度の基金運用収入分を積

み立てるものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

おはようございます。総合政策課、山内で

す。よろしくお願いいたします。 

次に目６．企画費の５．地域公共交通促進

事業でございますが、ＡＩオンデマンド交通

実証実験実施に係る費用としまして、地域公

共交通基本構想推進補助金を補正するもので

ございます。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

おはようございます。農林商工課、中谷で

す。 

ページ飛びまして25ページのほう、並びに

16ページのほうをお願いします。 

まず25ページですが、款６．農林水産業費、

項１．農業費、目３．農業振興費の３．農業

振興事業、こちらのほうを33万5,000円減額

と、続いて26ページの款６．農林水産業費、

項２．林業費、目１．林業総務費の３．野生

鹿、猪等農林業被害防止事業の補正について、

こちら関連しております。 

まず26ページのほう、野生鹿、猪等農林業

被害防止事業ですが、今年度におきまして有

害獣における被害が、昨年度に比べまして大

幅に多くなっておりまして、アライグマの処

理の費用、委託料と獣害柵設置に係る補助金、

こちらのほうが不足する状況となりましたの

で、12の委託料と18．補助金のほうをそれぞ

れ増額させていただくという内容になってお

ります。 

またこの財源としまして、先ほどの25ペー

ジのほうの３．農業振興費の中の18．補助金

の農業用園芸ハウス設置補助金のほうが、こ

ちらのほう、今のところ相談件数も少ないと

いうことで、残額が見込めますので、そちら

のほうから予算を振替えて、野生鹿、猪等の

被害防止のほうに充てるという内容になって

おります。 

農林商工課は、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部の坂田です。 

25ページに戻っていただきまして、同じく

目４の農地費の６．農業用施設改修事業の12．

業務委託料137万円につきましては、ため池

防災事業ということで、吉川の池を廃池にす

ることになりまして、それの実施設計という

形で、今回、落減によって減額さしていただ

くというものでございます。続いて、26ペー

ジから27ページ、款８．土木費、項１．土木

管理費、目１．土木総務費の２番目の土木事
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務事業の12の業務委託料につきましては、地

籍調査業務に関しまして、これも落減に伴い

まして減額いたすものでございます。 

続いて３番目の土木災害予防事業の18．補

助金955万2,000円につきましては、どちらも

実績がなかったということで、不用額として

減額するものです。歳出は、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げ

ます。14ページを御覧ください。 

款10．地方特例交付金、項１．地方特例交

付金、目１．地方特例交付金でございますが、

地方特例交付金の額の確定に伴いまして、増

額するものでございます。次に款11．地方交

付税、項１．地方交付税、目１．地方交付税

でございますが、こちらも普通交付税の額の

確定に伴いまして増額するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部の坂田です。 

15ページの款15．国庫支出金、項２．国庫

補助金、目４の土木費国庫補助金です。社会

資本整備総合交付金、こちらにつきましては、

歳出で説明したとおり、ため池の廃池に伴う

落減によって、同じく国庫のほうを落とすも

のでございます。 

続いて16ページの款16．府支出金、項２．

府補助金、目５．農林水産業府補助金と併せ

て目７の土木費府補助金、ため池それから地

籍調査、土砂災害警戒情報等の補助金、こち

らについては、歳出で説明したとおり、落減

などによって減額するものです。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

続きまして17ページを御覧ください。 

款19．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回の

補正による財源調整としまして、3,209万

8,000円増額するものでございます。 

次に目３．ふるさとづくり基金繰入金でご

ざいますが、歳出のところでご説明申し上げ

ました地域公共交通促進事業の補助金に充当

するため、繰入金を補正するものでございま

す。 

次に款20．繰越金、項１．繰越金、目１．

繰越金でございますが、前年度からの繰越金

の確定に伴うものでございます。 

続きまして18ページを御覧ください。 

款22．町債でございますが、臨時財政対策

債につきまして、借入限度額が確定しました

ことによりまして減額するものでございます。 

説明は、以上でございます。御審査いただ

きご決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

20ページの総務費、総務管理費、６番の企

画費の地域公共交通促進事業についてですが、

601万6,000円の内訳をお答えください。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回補正予算上げさせていただいておりま

す601万6,000円の内訳につきましては、阪急

バスにお支払いする金額が407万8,000円、あ

と京都タクシーにお支払いする金額が193万

8,000円となっております。 

阪急バスにつきましては、車両の運行管理
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に関するものの支払いになっておりまして、

京都タクシーにつきましては、実際に運転手

等運行していただくための予算となっており

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

もう少し細かくお答えいただきたいんです

けれど、先日、議員総会の時にガイドブック

を作るとかっておっしゃったんで、その金額

もお聞かせいただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

阪急バスにお支払いする金額、予算上です

けれども407万8,000円。その中には車両の管

理等、緑ナンバーから白のナンバーに変更す

るなどの費用で89万円。あとご利用ガイドの

作成・広報に係るものですけれども、53万

3,000円。あとミーティングポイントの設

置・撤去に係る費用としまして127万9,000円。

あとシステムの運用費用としまして127万

6,000円。あと管理費としまして10万円が、

阪急バスにお支払いする金額となっておりま

す。 

あと京都タクシーの分の193万8,000円につ

きましては、運行に係るものとしまして人件

費が主になりますが、166万9,000円。あとコ

ールセンターに委託する運営費としまして、

26万9,000円となっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

これは議員総会で説明のあった１か月間の

実証実験ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回のＡＩオンデマンドの実証実験につき

ましては、３月１日から３月31日の毎日運行

で、31日間運行する予定をしております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

たった１か月間でガイドブックが53万円と

いうのは、こういうふうに12ページの分を作

られるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回予算上げさせていただいております金

額につきましては、昨年度実施しましたＡＩ

オンデマンド実証実験の分を参考に見積りを

上げておりますので、一応ガイドブックの作

成であるとかサイネージの部分も入ってたり

はするんですけれども、今回は１か月の運行

になりますので、必要最低限のアプリのＱＲ

コードであるとか、あとはミーティングポイ

ントとか必要最低限のものの広報で、この金

額はちょっと抑えれたらいいかなと考えてお

ります。 

今後は、業者と打合せをしていきますので、

その中で１か月間の運行で必要最低限のもの

で抑えれたらと考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度もすみません。実証実験を何回かする

っていう事であれば、例えば１回目の時に、

こういうふうなのを作って置いといてくださ

いとか、保存版とかして変更のところだけ訂
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正すればよかったんじゃないかと思うんです

ね。全体的な計画もないまま３回の実証実験

をされるということ、しかも今回は１か月で、

当初予算の914万6,000円、データ連携の費用

ですか、それと今回の601万6,000円、トータ

ルで約1,500万円の１か月間の実証実験とい

うのは大変高額だと思うんですが、この期跨

りっていうんですか、今３月だけなんで、８

月まで６か月間の実証実験ということには、

ならなかったんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回３月の１か月間の実証運行ということ

になっておりますのが、事業者のほうと打合

せをしておりまして、その中でちょっと実施

する期間が遅れたっていうところが原因にな

るかと思います。あと３回目の実証運行にな

りますけれども、今回、前回と変更している

部分につきましては、車両が３台から１台に

なったっていうところがありまして、コスト

の面でありますとか、人件費の面であります

とか、実際に実装に向けて、支出の関係であ

るとか歳入の関係であるとか、そういったと

ころを今回の１か月間のところで検証してい

きたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

２回目の実証実験で一日26人しか乗らない、

今回の１か月の検証でそれが増えるのか。そ

ういう計画でやっているとは思えないんです

ね。議員総会でいただいた実証実験について

の表がありますよね。何か変わったものと言

えば、恐らくクレジットカードの決済ぐらい

だと、赤になってませんけども。それぐらい

だと思うんですけど、これはただＫＰＩを取

るだけの１か月なんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回、変更となっております箇所につきま

しては、運行期間が１か月になったところ、

あと運行会社が、阪急バスが入っていたとこ

ろを京都タクシー一社になったっていうとこ

ろ、あと車両につきましては３台から１台っ

ていうところが大きく変わっております。 

決済手段のクレジットカードにつきまして

は、昨年度も行っておりますアプリ内決済の

ことですので、昨年度も実施させていただい

ております。 

今回３か月から１か月になっても、実際に

は、運行の結果が取れるのかというところで

ございますけれども、一応実装に向けて、実

際には３台走ったほうが乗っていただく方も

増えるかなとは思うんですけれども、一日当

たり前回の実証では26人というところもあり

まして、実際に運行するには３台で、車両の

経費であるとか人件費を考えますと、１台で

運行して結果をとって実装に向けたもののデ

ータをとっていけたらと思っています。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ちょっと質問変えます。 

特定財源の449万4,000円、ちょっと中途半

端な金額なんですけれど、これは2023年の

1,647万円と3,903万6,000円、これ足すと

6,000万円になるんですけども、そういう金

額ですか。この6,000万円に合わせるような

金額ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 
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行財政課、寺倉です。 

令和４年度に企業版ふるさと納税というこ

とで、6,000万円入金があったわけですけど

も、同年にスマートシティ推進事業で3,903

万6,000円取り崩し、令和５年度、昨年度に

1,174万円プラス473万円を取り崩して、残り

が449万4,000円ということで、今回繰入金と

して取り崩しさせていただきました。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ＯＺ１から寄附いただいた6,000万円の帳

尻ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

ＯＺ１からの企業版ふるさと納税の残額を

取り崩しさせていただくということでござい

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

おはようございます。中川です。 

すいません、先ほどのＡＩオンデマンドの

実証実験の601万6,000円ですかね、そこのと

ころに戻させてもらいます。 

今先ほど詳細の金額いろいろ御説明いただ

きましたけども、その中で幾つか聞いてみた

いと思います。 

まず車両のナンバーですね、白ナンバーか

ら青ナンバーに変えるっておっしゃってまし

た。これ何台分ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今回運行が１台となりまして、その予備車

も１台予定しておりますので、合計２台分に

なります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

その２台というのは、１号車、２号車、３

号車、４号車とありましたけど、何号車に当

たりますか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今のところ１号車、２号車というふうに業

者との確認は取れております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

さらにちょっとお伺いします。 

これ１か月でこんだけというのはね、先ほ

ど説明ございましたけども、もしも、これ２

か月するとなった場合、当然、初期費用的な

部分は要らないけども、この部分はもう１か

月分、２倍になりますよっていうふうな形で

質問すると、どの部分がいわゆる１か月増え

ると２倍になりますか。そのあたりお願いし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

阪急バスの部分につきましては、システム

の運用費の管理というのがかかってくるかと

思っております。京都タクシーの部分につき

ましては、運転に係る分ですので運転手の人

件費、あとコールセンターの運営費がかかっ

てくるかと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 
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中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あとそうしましたら、その京都タクシーの

166万円とコールセンターの26万9,000円やっ

たっけね、阪急バスのシステムは127万円か

な、それらが１か月分増えますよというね、

そういうことやと思います。 

あとですね、このミーティングポイントな

んですけども、これ結局設置しっ放しじゃな

いからまた外さなあかんと思いますが、その

費用もこの中に入ってると考えておくべきな

んですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

ミーティングポイント設置費としましては、

127万9,000円となっております。こちらにつ

いては、設置と撤去も含まれた金額となって

おります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

このＡＩオンデマンド交通を走らせるのに、

昼間のあまり乗っていない路線バスを止める

っていう大きな目標はあるんですか。なぜな

ら、今回の実証実験で一度昼間の路線バスを

止めるっていう手もあったと思うんですね。

その姿勢をお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部の浅海でございます。 

今、委員御質問の路線バスをですね、ハニ

タス運行してる期間、通常のダイヤから外す

ということは、非常にちょっとここはハード

ルの高いところだったかなと思います。確か

におっしゃってるように、実装運行をする際

にはですね、そういったことも想定しながら

するべきだというところは、非常に理解でき

るところではありますが、なかなか通常の路

線バスのところもということになりますと、

そこについては難しいところですけれども、

全てそこを止めるというのは非常に難しいか

なと。 

ただ、これまで阪急バスさんとですね、い

ろいろ話をしてる中で、今後のダイヤの改正

とかですね、そういったことも可能性がちょ

っとあるということもありまして、そこでダ

イヤが一部変わってくるというところについ

ては、その影響がハニタスの実証運行の中で

反映されるということでありましたら、多少

はそういったところは検証できるのかなとい

うふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

スマートシティ事業は、一応令和６年でＫ

ＰＩ検証してっていうことなんですけども、

実際走るとなったときに、例えば今新光風台

で、１時間大体２本ぐらい森町行くバスもあ

りますけどけど、２本走ってるところを１本

にするとか、そういう可能性はあると思うん

ですね、今の発言だったら。そういう実験は、

４回目の実証実験とかそうじゃなくって、い

きなりこうなりますっていう形なんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海です。 

こちらもですね、なかなか先にですね、こ

ちらがやろうとすることをやってしまうとい

うことは、今現状ある既設のですね、路線バ

スだけではなくてですね、地域公共交通を担

っていただいてる事業者のところにもですね、

影響が及ぶのかなあと思っておりまして、こ

こ非常に難しいところです。 
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我々のほうがどんどんやっていけばですね、

そこは、例えば路線の減便でありますとか、

今なかなか交通事業者さんの経営も非常に厳

しいという中で、そこが引いていくというよ

うなことにも繋がりかねないのかなあと思っ

ておりますので、そこは非常にバランスが必

要かなというふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

豊能町が幾ら出せるかということですよね。

西地区の運行に3,500万円以上、システム連

携で941万、1,000万近く、さらに運行にお金

がかかるとなったときに3,500万円を上回ら

ないような施策を考えていただかないと、財

政難っておっしゃってる中で、住民サービス

もせなあかんということなんで、もう少し長

い考え方をお示しいただきたいなと思うんで

す。たった１か月のことで1,500万円使うの

は、私はちょっとしんどいなと思うんです。

もう少し阪急バスさんと京都タクシーさんと

で長いっていうか、もう少ししっかりと計画

を立てていただきたい思うんですが、いかが

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海です。 

阪急バスさん、それから京都タクシーさん、

今回はこのバスの運行とは違いますが、能勢

電鉄さんともですね、地域公共交通計画とい

うものを、令和６年の３月に策定をいたしま

した。その中でですね、どのように地域公共

交通を維持していくのか計画を定めまして、

運行していくということもしておりますので、

その中でですね、このＡＩオンデマンドバス

を導入して実証運行をしながらですね、どの

ように実装につなげていけるかということも

計画の中で策定をしておりましたので、こう

いう基本的なスタンスにつきましては、これ

からも交通事業者の方々とですね、それから

地域の方々と協議をしながら、しっかりと公

共交通が維持できるように協議をしていきた

いなと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

また引き続きこの費用の件でお伺いします

が、人件費166万9,000円ということで、167

万円かな、１か月でということですけども、

これって妥当な金額なんですか。実際動く車

が１台ですよね。それで170万円近いお金が

人件費として本当に要るのかなと。 

普通に、これ京タクさんがね、運転手をし

てくれはるけども、タクシーの運転手って１

か月で１台走るのに160万円も人件費かかる

んかなと。ちょっとその辺り私疑問があるん

ですけど、その辺り何か詳しいことわかりま

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

京都タクシーからの見積りであれば、一日

当たりっていうところで貸切運賃というとこ

ろで、見積りのほうで上がってきております。

１日借り上げた場合というような形での貸切

運賃というところでの見積もりで上がってき

ております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ちなみに１日だから、これ割る30というふ

うなことになるんでしょうけども、１日借り

上げたら何ぼっていうふうな、そういう試算

になってるんですか、 
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○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

一日当たり運転士、４万4,800円というと

ころで見積書をいただいております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

これ先ほど借り上げっていう話で、一日当

たり４万4,800円、約４万5,000円というね、

人件費ということで、どうしてもそれ借り上

げっていうふうな名目でのいわゆる費用いう

か、見積りでしかとれないんですか。もうち

ょっと安くできるようなそういう見積りのと

り方はできないんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

ＡＩオンデマンドを運行している近隣の自

治体とかでも、タクシー会社が入っていると

ころがあるんですけれども、そこのタクシー

会社が入って運行してるところについては、

一日当たり幾らというような借上げで、運行

経費は算出されてるようなことは、近隣では

確認できております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

スマートシティ事業で、今年度ＫＰＩ検証

しなきゃいけないから、絶対に１か月走らな

あかんということですか。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部の浅海です。 

ＫＰＩのことは、もちろんその条件ではご

ざいますが、今回これをやる目的はですね、

あくまでも今回３回目の実証運行ではござい

ますが、目的は、実装につなげられるかどう

かの最後の検証ということが目的でございま

す。その中で当然、同時にそのＫＰＩをしっ

かりと取らないといけないということはござ

いますが、実装につなげるか、それともやっ

ぱり実装ができないとなってしまうのかと、

ここを見極めるための実証運行というふうに

考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

ＫＰＩやから仕方なく１か月やと思ってま

すよ。もし実証運行だったら何度も言ってま

す、全協でも言ってますよね。１か月なんか

で何がわかるの。４か月であんな結果ですよ。

それだったら次に本当に実装するためのって

言ったら、それより長い期間であるとか、長

い期間でもっと周知を徹底するとか、さらに

細かい調査をした上での計画というならわか

ります。 

でもそこら辺が全くほぼほぼ、ズブズブの

計画でしょ。１か月やって１か月で広報もし

ていく、１か月で人件費もかけてってなりま

すよ。ＫＰＩやからしょうがなくやらなあか

んのかなという雰囲気ですけど、じゃなくて

実装が実装がって言ったら、本当に実装する

ための準備ってどんだけ進んでるんですか。

そこら辺を計画した上で、これがクリアでき

たら実装にいけるんですとか、そこら辺の綿

密な詳細があれば実装に向けてということを

言えますけど、この計画で実装なんか全然見

えてきませんよ。 

そこをしっかり組んだ上じゃないと、あん

まり簡単に実装だとかＫＰＩはそのついでに

なんて、もうほぼほぼ皆さん３回目なんで、

ＫＰＩしないといけないから１か月するんで
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しょうの感覚です。 

ちょっとちゃんとね、綿密に詰めた上で答

弁してもらわないと。 

○委員長（才脇明美君） 

ちょっといいですか。先ほど浅海総務部理

事が、令和６年度地交会議で協議したとおっ

しゃってましたけど。おっしゃいませんでし

た。その時に費用面のことも協議をするんで

すか。この時の計画にこれは入ってたんです

か。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

まず、才脇委員長の御質問ですけれども、

まだ地交会議にはこれからこの件については

かけていくということでございますので、そ

れはまた今月開かせていただく予定の地交会

議のほうで、この説明のほうを改めてさせて

いただきます。 

その前に当然これ予算をお認めいただくと

いうことが、前提になってまいりますので、

才脇委員長のご質問についてはそういうこと

で整理させていただきたいと思います。 

先ほど議長がおっしゃっておられました、

その何のためにというところでございます。

これ、年度当初に当初予算でＣＳＰＦＣと八

つの事業について取り組んできて、そのうち

三つの事業についてお認めいただいてきてる

ところです。その当初予算をお認めいただい

たとき、どういう理由で議会のほうからお認

めいただいてるかというところで申しますと、

これ我々もその際何度も申し上げております

ように、これ国の交付金を受けてやっている

事業でございます。条件としてＫＰＩを取っ

ていかなあかんということで、これ令和５年

度の予算のときもそうでしたし、令和６年度

の予算の時もそういうご説明をさせていただ

いておりました。なので当然ＫＰＩをさして

いただいて、国の補助金、できるだけ返還が

生じないようにということで、議会のほうの

御理解いただいて、三つの事業については、

これはやっていっても住民サービスの向上に

今後つながるかもわからないので、その可能

性を探るために三つの事業についてはお認め

いただいたというところで、我々そこは理解

させていただいております。 

今回のこのＡＩオンデマンド交通の実証実

験なんですけども、今までこれ、事業者との

協議が相当時間かかってまいりまして、年度

末のこの詰まったときにこういうことで御説

明するというところが、ちょっと我々として

は申し訳なかったなというふうに思っており

ます。 

１か月、これは当然ＫＰＩを取るためにも

やる必要がございます。これも議会のほうか

らそういうことで、何とかこれお認めいただ

いてやらなあかんというところがございまし

たので、取り組ましていただく。 

その一方でやっぱりこれ、今度、何が違う

のかというところで申し上げますと、車両１

台にして、運転手も一人にして、入のところ

は余り変わらないかもわかりませんが、出の

ところでどれぐらい抑えたもんが出てきて、

それで、今後このＡＩオンデマンド交通とい

うのが本当に成り立っていくものかどうかと

いうところを見極めさせていただきたいとい

う思いがございましたので、１か月ではござ

いますけれども、実証運行をさしていただき

たいということで、予算のほうを上げさせて

いただきましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

また人件費のとこに戻りますが、すんませ

ん。 

借上料がね、一日４万5,000円という話で
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したけど、これは、ＡＩオンデマンドという

こういう仕組みをとってるところは、皆さん

借り上げてやってますというような説明でし

たけども、ちなみに豊能町はこのＡＩオンデ

マンド以外に、通常のデマンドタクシーも、

今ね、運行していただいてるかなと思います

が、あちらは借り上げじゃないですよね。 

その辺りをお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

デマンドタクシーにつきましては、実際に

かかったタクシー代に対して運賃200円とか

300円とか負担していただいておりますけれ

ども、その差額を町が補助金としてお支払い

しております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

例えば今回、ＡＩオンデマンドっていうふ

うな仕組みではありますけども、これを例え

ばデマンドタクシー方式の金額換算というか

ね、走った距離の足らずの分を町が払うとい

うその仕組みに置き換えたら、もっと安くな

るのか、逆に高くなるのか。 

当然ＡＩオンデマンドの場合は、ずーっと

出っ放しになるから、場合によっては西公民

館かな、あの辺で待機されるみたいなね、ア

イドリング状態というかね、そういうふうな

状態の場合もあるからそういうところの部分

も、当然金額加算されるんかもしれませんけ

ども、そういった形で、もしかしてデマンド

タクシー方式の金額換算方式のほうがかなり

安くなるのであれば、そういうふうなやり方

も一つとしてはあるんちゃうかな。 

運行方式はＡＩ方式やけども、料金換算は

デマンドタクシー方式のいわゆる積算した金

額のはじき方をするほうが、かなり安くなる

んであれば、そういう方法もあるんじゃない

かなと思うんやけど、その辺どうでしょう。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

近隣の状況もちょっと確認しまして、その

金額が妥当であるのかっていうところもあり

ますし、タクシー会社ごとで運行のやり方っ

ていうのはちょっと違うかもしれませんので、

そこはちょっと近隣でタクシー会社が入って

やっているデマンドバスのところの状況を確

認しながらやっていけたらと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。よろしくお願いします。 

幾つか質問があるんですけれども、私自身

もＫＰＩのための１か月間かと理解してまし

た。ですから先ほどの説明の中で、ミーティ

ングポイントをもう取ってしまうと、100何

万円で。ということは、もう町はこの先はあ

んまり取り組むつもりがないんだなって理解

さしていただいたんです。 

ただそうじゃないとなった場合ね、これな

んで設置を外す必要があるんですか。100何

万円かけて。来年またやることになりました、

また100何万円お金かけてやることになるん

で、ここのところの理屈が私の中では合わな

いなというのが一点です。これの説明してい

ただきたい。 

まだいくつかありますが、それともう一つ

スマホの予約の取り方、あれは変わらないん

ですよね。それも確認させてもらうのと、も

う一回今回出た場合に、当然、高齢者乗って

みたいがどうやっていいかわからんと。初め

てだからわからんといったときのアドバイス
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のとこは、またオアシスのとこにそういった

場を設けるのか。そこをどう考えてるのかと

いうのが３点目。 

４点目なんですけども、89万円を阪急に対

して、ナンバープレートを変えると、２台分

なんだけども、それで40何万はちょっと理解

できないので、多分保険か何か入っているよ

うな説明をいただいたと思いますので、もう

ちょっとこの金額の詳しい内容を教えてくだ

さい。 

以上、先に４点お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

ミーティングポイントの設置・撤去につき

ましては、実装で次どうしていくかっていう

ところもございまして、その期日というか、

いつから走らせるかというところがまだ決ま

っておりませんので、一旦３月の末でミーテ

ィングポイントのほうは撤去させていただき

たいと考えております。 

あとスマホ予約につきましては、ＳＷＡＴ

のシステムアプリ変わりありませんので、ミ

ーティングポイントの数も前回と変更ありま

せんので、業者のほうからはアップデートで

済むであろうというようなところで今確認は

取れております。 

あとアプリ予約であるとか、ちょっと使い

方がわからないという方の相談につきまして

は、ゆるりんさんのほうでコールセンターを

お願いしております。そこは、オアシスのと

ころの事務所で行ってもらおうと思っており

ますので、そちらのほうに来ていただいたら、

御説明できるかなと思っております。 

あと、緑ナンバーから白ナンバーの変更が

含まれた金額につきましては、自賠責保険で

ありますとか、自動車の登録・車検っていう

金額も入っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

それと89万円の内訳になります。車検につ

きましては、53万3,000円、事業用の登録に

つきましては、17万8,000円、自賠責保険等

につきましては、12万5,000円。あとラッピ

ングのほう今ちょっと阪急というふうな表示

がされておりますんで、それの修正で５万

5,000円という金額が入っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

まず車検53万円、あれ新車、３年目、車検

もう来る時期だったかなとちょっと思いまし

たので。ちょっとそのへん知識ないもんです

から、そこをちょっと教えてください。それ

と今ミーティングポイントのこと言ってまし

たけども、あそこを消したらもう住民はない

と思いますよ、間違いなく。やらないんだな

って。これで最後なんだなって。当然私たち

聞かれたらなんて答えます。いや町は考えて

るんですけど。考えてるというイメージを持

ってもらうには書いたまま置いとかないと。

違いますか、これ。もうこれやめますってい

うならいいよ、私は、わかりましたってなる

んだけども、さっきからのご答弁聞いてると

まだちょっとどういうふうにいくかわからな

いんだったらば、まだちょっと考えてますっ

ていう期間のためにも、置いたままにしない

と、また誤解を生みますし、いざ始めてまた

書き出したらなんなんだって、多分多くの住

民はそう思うようになると思います。これは

意見ですけども。 

車検のことをお聞きします。 

ごめんなさい、ゆるりんさんに関しては、

この委託料確か27万円だったかな、入ってる

んですね。アドバイスも、あと電話の受付と。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 
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○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

車両の車検につきましては、25年１月に車

検ということで、バス会社のほうからは確認

を取っております。 

車検の間、３年なのか２年なのかというの

は、今確認取れておりませんのでちょっと後

で確認させていただきたいと思います。 

あと京都タクシーにお支払いする金額の中

で、コールセンターの運営費26万9,000円入

っておりまして、これはゆるりんさんに委託

するもので、アプリの補助であるとか、電話

予約の受付の業務になっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

先ほどの運転してくださるのに一日４万

5,000円ですか、高いなと思う一方で、ゆる

りんに対してなんて安いんだろうと。どうい

う計算に基づいて動いてんのかなあと。町は

民間に対して非常に甘いし、住民に対して非

常に厳しいなという、ちょっとそういうふう

な、これでいいのかなっていう思いも正直持

ってます。それはもう一遍考えていただきた

いし、それからミーティングポイントもそう

なんですけど、もう一点やっぱり疑問なのが、

53万円でしたっけ、どういったものを作ろう

としてるのかな。チラシじゃないですよね、

その金額で言うと。それをお願いします。多

分これは配布する料金とか、印刷も入っての

ことだと思うんですが、どういったものを作

ろうとされているのかお尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

ゆるりんさんの委託につきましては、ゆる

りんさんのほうに見積り依頼しまして、出て

きた金額をそのまま計上させていただいてお

ります。 

広報について、53万円の部分につきまして

は、ポスターの製作費、あとサイネージの製

作費とあと冊子の製作費というところで、印

刷代、制作代合わせて53万円ということにな

っておりますが、実際にはサイネージ等必要

ないかなと思っておりますので、これから業

者と打合せのときには、広報のほう必要最低

限の広報になるように、業者との打合せを進

めていきたいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。 

これを作ろうとしてるのかな。またどこの

地図とか、そうですね。となった場合ね、と

てももったいない。何回も言ってますように

ね、本当にこの事業ね、なんなんだって思い

持ってます。 

さっき言ったみたいに、ＫＰＩの関係上１

か月だったのかなっていうふうに私も思って

ます。ただ、今後続けるの云々となった場合

に、やっぱりこの１か月分だけのものはやめ

ていただきたい。だったらば、これ多分残っ

てるんでしょ、まだ。住民には、前お配りし

たこれを使ってください。ない場合は、さっ

き言ったオアシスにありますとか、そういう

対応ができるんじゃないですか。50何万円が

行政にとってどのくらいの規模か受け取り方

が違うでしょうけども、やっぱりね、考えて

いただきたい。いかがですか。 

冊子の分なんかほんと削っちゃおうかなっ

て思ってるくらいあれしてますんで、いやい

や、今度はこういうふうにプラスがあるんで

す。たかが１か月だけどもこういうプラスが

あるんですっていうような、何かそういった

説明をいただきたいと思いますのでお願いし

ます。 
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○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

前回作成させていただいた冊子についての

在庫は、ちょっと今確認とれておりませんの

で、確認させていただいて、再利用できるも

のは再利用していきたいと思っておりますが、

今回１か月間の運行になりますので、運行の

期間であるとか、ミーティングポイント、あ

とアプリのＱＲコード等の最低限のチラシは

作成させていただきたいと思っております。 

広報とよのであるとか、ホームページであ

るとかっていうところの広報もしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

先ほど車検の費用が53万3,000円ですけど、

そもそもこの１号車、２号車は誰のものです

か。豊能町のものですか。そしたら今、宝塚

で走っているのは、なんなんですか。お答え

いただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

以前にね、この持ち主はどこかというとこ

ろで、車検とかその日々の費用は阪急が持つ

から阪急の所有というふうに聞いた記憶があ

るんですけど、違いますか。 

暫時休憩いたします。 

（午前10時29分 休憩） 

（午前10時46分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に続き委員会を再開いたします。 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

すいません、先ほどの御質問の車検の件で

ございます。これ我々のほうがですね、これ

まで阪急バスのほうが車検費用であったり、

毎年の検査の費用を負担してきてるというこ

とでご説明をしてきたと思います。それはな

ぜかというと、阪急バスが自分のところの車

両やという認識のもとでですね、そういう管

理をしてきたということも御説明してきたと

思います。今回この車検費用をですね、補助

金の中に含めてきているということについて

はですね、これ我々宝塚での運行を機にです

ね、阪急バスとこの車両の管理は誰のもんや

と、町としては、これは町のもんやという認

識でいてますよというご説明をしてきてまし

て、阪急のほうが一旦それであれば、町のも

んであればということで、この車検の費用っ

ていうのはそれでしたら町の所有であれば、

町のほうがこれは負担するもんじゃないんで

すかということで、この費用を含めて、今回

見積りのほうに上げてこられてるというとこ

ろがございます。 

ただ、我々議会のほうにもこれまで御説明

してきておりますように、この車両の管理で

あったり、所有がどうなのかっていうところ

は阪急バスと協議の上、協定をきっちり整理

させていただいた上で、また議会のほうに御

説明させていただくということで申し上げて

おったと思いますので、一旦これ、阪急バス

のほうからこの車検費用、こういうことで見

積りは上がってますけども、実際誰のもんで

誰が管理して費用負担するのかというところ

は、整理させていただいた上で、これが町の

ものだということであれば、阪急バスにお支

払い、車検費用持たなあかんのですけども、

ここのところは改めて協定と言うんですかね、

協議の中で整理させていただいた上で、また

応分の負担ていうんですか、そこをさしてい

ただきたいというふうに思ってるところでご

ざいます。 

なので今回は、車検費用というのは見積り

のほうに阪急バスとして、町のもんであれば
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というところを、仮の話ではございますけど

も、まだきっちり協定ができておりませんの

で、その中で見積書として上げてきている費

用ということになっております。 

先ほど秋元副委員長のほうからご質問ござ

いました、このミーティングポイントの件な

んですけども、これは警察であったり陸運局

のほうと協議をさせていただいた上で、設置

さしていただくものでございますので、ちょ

っとそこのところが、どうしてもハニタスが

走ってへんのに貼りっぱなしというわけにも

まいりませんので、そういう意味で一旦剝が

さざるを得ないのかなというところでござい

ます。 

それとあと、先ほども秋元副委員長から御

質問ございましたご利用ガイドの件ですけど

も、これは一旦阪急のほうから出てきてる見

積りをもとにということで、ご説明しており

ますが、当然我々といたしましても広報であ

ったり、そういうところを利用しながらと思

っておりますので、できる限り無駄のないよ

うに議会のほうからご指摘いただいている点

を踏まえましてですね、経費の節減には努め

た上で、このハニタスの運行のほうやらして

いただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今の御説明なら、あるときは阪急のバスで、

あるときは町のバスかなと思うんですね。 

町が負担するんであれば、宝塚で走ってい

るあのレンタル料は豊能町に入るんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

これまで我々がハニタスを走らせてきてる

時の費用というのは、全て阪急バスに持って

いただいてました。車検費用とか管理費用と

いうところは。宝塚で走ってる分についても、

恐らく阪急のほうが負担してるものかなとい

うふうに思っています。 

今回は、先ほど申し上げましたように我々

のほうが、これ一旦負担じゃないんですかと

いうことで見積りもいただいてるところがご

ざいます。 

これはもう町のもんやと我々の認識の上に

立っての、阪急バスとしてはそれであればと

いう理解をしていただいてるもんやと思いま

す。町のもんであればということであれば、

例えば管野委員がおっしゃってるように、リ

ース料なり何なりっていうところが、協議の

テーブルに載せることができると思うんです

が、そこんところはまだ整理できておりませ

んので、今のところすぐにリース料が宝塚の

ほうなり、阪急のほうに請求できるのかって

いうのはちょっとまだ何とも申し上げにくい

のかなというふうに思っています。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それはいつわかるんですかっていうのと、

先ほど秋元副委員長がミーティングポイント

の質問されましたけど、これ１か月走らせて、

次はいつ走らせるんですか。３月に実証実験

終わって、じゃ５月から。すごいよかったか

ら５月から走らせましょうって言ったら取ら

なくていいじゃないですか。 

そういう長期の計画がないことをとても疑

問に思ってるんですけど。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海です。 

そうですね、次もし運行を始めるというそ

の時期については、まだ現在未定でございま

す。しっかりとこの実証運行をやってですね、

見極めた上で運行ができるのかどうかという
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ことになるかなと思いますが、なかなか時間

的にもですね、それをする際には、地交会議

のほうにも諮るということもございますので、

まだ今の時点ではその時期についてはわから

ないかなというふうに思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

前回、10月17日から２月19日まで走ったと

きは、文化展とかありました。私駐車場がい

っぱいやったら困るから、秋元副委員長もか

な、ハニタス乗って行ったと思うんですけど、

この３月の１か月間で何かあるんですか。 

乗って行くっていう行事もなかったら、本

当に普段使うだけであれば、一日26人っても

う答えは出てるんじゃないですか。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海です。 

今の時点でこのイベントに合わせてですね、

ハニタスも利用していただくという具体的な

ものは、必ずしもあるわけではございません

が、利用の促進はしっかりと図っていった上

でですね、できる限り御利用いただけるよう

な形で進めていきたいなと思ってございます。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

議員総会でも言ったんですけど、トータル

1,500万円で走らせる。26人掛ける30日で780

人なんで、一乗車２万円かかるんですね。タ

クシーだったら、例えば新光風台から森町ま

で2,000円ぐらいだったかな、2,500円ぐらい

かかるから、その手前の東ときわ台まで行っ

たら2,000円もかからないと思う。400円とっ

たら、一乗車1,600円町の負担になるわけで

しょ。もしタクシーがそうだったら。そした

ら、皆さんタクシー乗ってください。差額出

しますって、このＡＩオンデマンド交通をし

なくても、いいんじゃないですか。費用対効

果とすれば。住民が助かるような交通政策な

ら。ここのところは、一乗車に２万円がとて

も引っ掛かるんです。これで賛成したら、え

えって思われるような議案が上ってきました。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今回のこの１か月の実証というところでご

ざいます。期間につきましては、準備に時間

がかかってまいりましたので、このタイミン

グということになってるところがございます

ので、そこんところは、申し訳なかったなと

思います。 

何のために走らせるんやというところがご

ざいますが、まず先ほど私申し上げたように、

これもう一度繰り返し申しますが、年度当初

に予算をお認めいただいたとき、これは何で

やというところで、我々ＫＰＩがというとこ

ろでそこのところをどうしても測定さしてい

ただく必要があるのでというところでですね、

議会のほうも、御了解いただいた。当初予算

につきましては、いただいてるのかなという

ところがございます。その上で、どういうふ

うな走らせ方をするのかというところがござ

いまして、今回こういう形でということで、

御提案をさせていただいてるところでござい

ます。管野委員がおっしゃるように、費用対

効果っていうところがどうなのかっていうと

ころで申し上げますと、確かに初年度はこれ

無料で走らしてましたので、本当にＰＲって

いうところがほとんどでございました。 

昨年度やらせていただいたときに、委員お

っしゃられるように、26人ぐらいしか１日乗

ってないという事で、一時間に２、３人しか

乗れへんというような車両をこんだけの費用

をかけてやるのかというところはございます。

そこのところは我々、今回のＡＩオンデマン
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ド交通、実証させていただいた上で本当に実

装するときに、この姿でいいのかどうか。前

におっしゃられました補助金の3,500万円プ

ラスこの1,000万円以上かけて、この交通体

系を維持していくのかどうかというところは、

我々としても十分検討させていただいた上で、

また議会のほうにも御相談しながら、議論を

させていただきたいなというふうに思います。 

当然、財政運営非常に厳しい状況がござい

ますので、費用対効果っていうところは十分

我々のほうも踏まえさしていただいた上で、

この西地区の交通網をどうしていくのかとい

うところは、整理する必要があるということ

は重々承知しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

副町長ね、以前に私、ＫＰＩ、ＫＰＩって

おっしゃるけど、前町長の施策で全くうまい

こといってない。だからこのＫＰＩは取れな

いということを府や国に言って欲しいと言っ

たときに、話するとおっしゃったと思うんで

すよ。一向にその回答がない。話はされまし

たか、今こういう状態だと。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

ＫＰＩが取れないか取れるかというところ

のお話について申し上げますと、令和５年度

の当初予算のときに、令和４年度までにスマ

ートシティの事業について、八つのサービス

を構築して、これをまたＫＰＩをとるために、

あと２か年必要ですということでご説明申し

上げて、今年度のときに八つのサービス全て

について予算のほう一旦御提案させていただ

いて、その中でいろんな議論があったと思う

んです。そのときに、本当にＫＰＩを取らな

あかんのかどうかっていうところは、十分そ

の府なり国に確認してくださいよということ

を議会のほうから御意見いただいて、それは

重々承知してまして、その後、国のほうから、

府のほうからこういうふうに言われてますよ

ということは、多分議会の中でご説明してき

てるという理解で私いてるんですけども。改

めてご説明申し上げますと、ＫＰＩについて

は、全く何もしないというわけにはいかない

ので、測定できる努力はし続けてくださいね

ということで、国のほうから言われていると

ころがございますので、我々とすればその間、

予算もない中で、例えばスマホ教室やってみ

たりというところで、業者のほうの協力いた

だきながらなんとかＫＰＩ取れないのかとい

うところで、ＫＰＩを取る努力をし続けてる

というところでございます。その上で、住民

サービスに何らか資するんじゃないかという

ものについては、議会のほうで三つ認めてい

ただいて、我々のほうでやらしていただいて

るというところがございますので、相談して

ないというわけでもございませんで、今申し

上げたような形で国、府からは、ご指導いた

だいてるというところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

予算のない中で、1,500万円も使ってね、

しなければならないていう意義ですよね、意

味。 

やっぱりＫＰＩを取らなだめっていうこと

なんですね。それがやっぱり実施できないと

いうことが言えないんですか。 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

これ我々なにも努力もしないで、できない

っていうことであればですね、国のほうから

やっぱり何らかの指導があると思うんです。

やっぱりここは。 

○委員長（才脇明美君） 

  国のほうじゃなくて、町から。 

○副町長（高木 仁君） 

ということで我々、補助金が入ってるもん

でございまして、補助金の趣旨がＫＰＩを３
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年間取りなさいということがございましたの

で、今回改めてこのＡＩオンデマンド交通に

ついても予算を今回上げさせていただいてい

るというところがベースにございます。よろ

しくお願いいたします 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

やっぱりＫＰＩ取るためだけの１か月かな

というイメージしかないので、今お話聞いて

るとね。それは個々の感じ方によるんだけど

も、さっき言ったミーティングポイントなん

ですけども、法律的には動かさないのに場所

に置いといたらいけないようなもんで、はっ

きり町がやらないんだって言ってるんならわ

かるんですよ。だけどもこれからまだちょっ

と考えて、やるかもしれないという段階でも、

どこ警察、運輸局かどこか知らんけども、取

れっていうふうな法律なんですか、これ。法

律の話になってくると思うので、ここまでき

ちっとお聞かせください。 

それともう一点ね、53万円のガイドブック

の話ですけど、これ答弁聞いてたけど阪急か

ら言われた金額ですか。町が普通出せばもっ

と安くなるんじゃないかなと思うけど、ここ

はどうなってんだろう。阪急がこういったも

のを作る必要がありますよていうようなアド

バイスですか、これ。53万円かけて。ちょっ

と、それを聞いてても何か本当にちょっとい

いのかなって疑問を持ってます。 

この２点ちょっとお答え願います。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

最初の御質問でございますが、ミーティン

グポイントを道路上に接着させてですね、そ

こを期間が終わったら剥がすというところに

つきましては、これは先ほども御説明ちょっ

とさせていただいておりましたように、運輸

支局それから警察のほうとも協議をして、事

前に運行させる際に、協議をしてさせるもの

ですから、当然運行しないときにまでそのま

ま貼った状態でいけるかどうかというところ

は、申請の際にですね、相当の説明も必要か

なと思っておりますが、ちょっと法律がどう

かというところはちょっと私も定かではござ

いませんが、申請をする際には、当然その運

行期間ということが求めらるのかなというふ

うに思ってございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

阪急バスの広報の金額ですけれども、昨年

度からさせていただきました実証実験のまま

同じようなことをすればというところで阪急

から見積りをいただいておるものでございま

すので、今回１か月の短い期間になりますの

で、こちらについては今後阪急と話合いしま

して、必要のないものは作成しないで、最低

限の広報とかホームページの掲載とかで進め

ていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

ありがとうございます。 

ミーティングポイントの件ですが、法的に

どうのこうのということまでは私も理解でき

てませんが、交渉次第で何とかなるならば、

やっぱり町としては今後こういうふうに考え

てるっていう形で、やっぱりこの100何万円、

削除のほうに向かっていただきたい。交渉で

きるものならね。どうしても法律的に駄目で

すよっていうならね、そうなんだなってなり

ますけど。これはきちっと交渉していただき
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たいので、要望で終わらせていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

京都タクシーに変わったのは、なぜですか

ね。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

今回ですね、この実証運行をする際にです

ね、事前に当然ながら阪急バスさん、それか

ら京都タクシーさんと協議をしてまいりまし

た。 

その中でですね、前回３台で実証運行をや

ったということで、その成果もですね、実績

が出てきているということでですね、３台で

はなくて今回は１台という中で、今回運行に

ついては、阪急バスさんではなくて京都タク

シーさんのほうにお願いをすることになりま

した。 

その際にもですね、いろいろ協議をする中

で、今現在阪急バスさん、特にですね、なか

なか運転手不足が非常に大きいのかなと思っ

てるんですが、なかなかこう阪急バスさんが

運行させてる管内のですね、運転手が不足し

ていることでありますとか、それから収支が

なかなか改善されないとかそういったことも

含めまして、今回１台を運行する際に、京都

タクシーさんのほうに運行をお願いするとい

うことになった次第でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

どう見ても、阪急バスが引いてるととしか

見えない。３台があって、それやったら京都

タクシーと阪急バスと一緒にやってきたのを

１台になって、１台だったらもう阪急バスが

やりますよっていう主張がないということは、

阪急バスも思いっ切り引いてるとしか見えな

いですよね。 

これ見てて、本当に繋げてもらいたいんで

すよ。深刻だから、交通問題が。でも、この

同じやり方でやって、何も繋がりが見えてこ

ない。なぜＫＰＩかっていうと、３月１か月

でやめるからですよ。本当にやりたいんだっ

たら、３月から半年ぐらいっていうことがあ

ってもいいわけですよね。それでいろいろ慎

重にやる。実際実装するに当たっては、ＡＩ

が入ってる限り実装できないでしょ、ここの

システム。電話で応対したらたかだか20万円

ちょっとでできるのに、ＡＩが入ってるがた

めに１か月でも100何万円かかる。定期的に

メンテナンスがいって。 

聞いてると国へのＫＰＩの報告の仕方って

かなり柔軟性ありますよね。いろんなことを

試しましたとか、前から言ってますけど、町

という小さな規模でＡＩでやってみましたけ

ど、ＡＩだとこれくらいしか利用者がいない

んでＡＩの効果は、町みたいなところではあ

んまり活かせませんでした。逆にＡＩを取っ

払ったらこんだけでした。それでも運航でき

ましたっていうのは一つの新しい基準にはな

ると思うんですよ。 

そういった評価の仕方も、国には言えると

思うんですよね。これ、ＡＩがある限り実装

なんてできないですよ。明らかにコストを見

たら。今回の実験でＡＩいりませんけど、ハ

ニタスでっていうことはできないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

永並議長のほうからそういう御指摘、いろ

んなシステムの件でもそうですけども、この

人口規模に見合うシステム改修があるのかと

いろいろ御指摘いただいているところでござ

います。 

その延長上に今の御意見あるのかなという
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ふうに理解しておりまして、本当に今高齢者

が多い町でございますので、１万7,000人の

うちの、70歳以上が7,500人ぐらいいてるよ

うな町でござます。ここにこういうシステム

を入れて、スマホを使ってっていうところで

やっていくのが、豊中とか箕面とか池田であ

れば、若年層が多い人口構成でございますの

で、こういうシステムの活用というのはそれ

なりに費用対効果があるのかなというふうに

思いますが、我々の町、これ特殊な町でござ

いまして非常に、そのシステム経費ばっかり、

このイニシャルコストばかりかかってですね、

実際にその費用対効果が本当にほかのシステ

ムもそうなんですけど、どうなのかなという

ところは我々も、議長おっしゃられてるよう

な疑問を常に持ちながら、行政運営させてい

ただいているところでございます。今回のこ

のシステム経費につきましてもですね、これ

取っ払ってコールセンターだけで運行しよう

と思えば多分何らかの形でできるんでしょう

が、これあくまでも、阪急バスのハニタスと

いうことであればですね、このシステムとい

うのはこれマストって言うんですかね、これ

を入れてハニタスでっていうところがござい

ますので、なかなかこれ、実際に走らすとな

りますと、この阪急バス、京都タクシーと協

議していく中で、システムを除いてっていう

ところで協議が整う状況にはないのが現状で

ございます。本当にこれやらしていただいた

上で、これからどうやってやっていくのかっ

ていうところで本当に走らしていくというこ

とであればですね、本当にこのシステムの費

用が要るのか要らないのかっていうところの

議論もしていかないといけませんし、そうな

ってまいりますとこの阪急バスなのか、運行

していくのが京都タクシーなのか、町なのか

というところもあるかと思います。その辺は

また改めて整理させていただく必要があるの

かなというふうに思っとりますけども、今回

のこのハニタスのこのバスの運行につきまし

てはですね、デジタル田園都市の交付金を受

けてというところもございますので、このシ

ステムというところは、それを踏まえた上で

の運行ということで御理解賜りたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いや、ハニタスという車両を使っても別に

システム使わなくて、インカムで電話でここ

に予約入りました。ここへ行ってくださいっ

て、今普通に個人タクシーの人、大阪市内で

いっぱいやってますよ。ＡＩなんてなくてい

ろんなお店に私のとこへ連絡くださいねって

言って名刺を置いて、電話したら今誰々送っ

てるんで何分後にそこに行きますみたいなこ

とを一人で電話でやってますよ。だからデマ

ンド交通の話も何やってんねやろうと思いま

すけどね。運転手でやったらできる話やろっ

ていう話になりますから。 

だから別にハニタスという車両は使います

よ。でもそこのシステムを切るっていう、シ

ステムは、あるけどもそれを使う使わないっ

ていうのは非常に重要なＫＰＩになると思い

ますけどね。そういう交渉はされた、されて

ない。 

だって今、副町長がおっしゃられるように、

これに限らずシステム云々の話っていうのは、

町村レベルには非常に深刻な問題ですよね。

それを国はデジタル田園都市国家構想という

ものを挙げてますけども、それは町村にまで

本当にその制度というものは及ぶのか、デジ

タルの力で地方の生活はよくなるのかってい

うところに、一応投石することになると思い

ますよ。一つの大事な意見として。デジタル

の力は、せめて10万人規模っていうところは、

必要ですよっていうぐらいの話になるかもし

れないし、やはりそこら辺というのは一つの
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きっかけになるかと思うんですけど、そうい

ったＫＰＩの取り方っていうものは国に交渉

はされたんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今議長おっしゃってるような交渉をしたの

かということでお答えしますと、それはやっ

ておりませんで、これあくまでもデジ田の交

付金いただいた上でのＫＰＩということで

我々理解しておりましたので、そこまでの思

いが至らなかったというところもございます。 

繰り返しになりますけども、今回はあくま

でもこのデジ田の交付金をいただいた上での

ＫＰＩを取るということを前提としたシステ

ム、ＡＩオンデマンドバスの運行というとこ

ろがございますので、システムの費用は今回

含めさせていただいているというところでご

ざいます。 

ただ、議長の御指摘、御意見いただいてる

ようなシステム経費がどうなのかというとこ

ろは、繰り返しになりますが、我々としても

十分そこんとこを踏まえた上で、今後行政全

般に渡ってもそうなんですが、考えさせてい

ただく必要があるということで理解をしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いや、今の話、僕初年度からしてるんです

よ。ＡＩ要らんやろって。こんだけのちっち

ゃい西地区だけの話で、どこも渋滞しないっ

ていうところで、システムなしで普通にどこ

どこ行きますよっていうふうに個人でできる

範囲じゃないの。大阪市内みたいに渋滞して

るようなところだったらこの道が渋滞してる

から迂回したほうがいいよね。いろんなとこ

ろで、ややこしいとこで乗車したい人がいる

から、ＡＩ使って最短ルート行きたいよねっ

てなるけど、こういうところだとみんなわか

ってますよね、道なんて。そういう中でＡＩ

っていっていうものが非常に合わないってい

うことは、初年度から言ってます。そういっ

たＫＰＩのやり方っていうのも国に聞けるん

じゃないかというのは、前から言ってますよ。

それをしてないというのは非常に残念ではあ

りますよ。 

じゃあ一個の方法として、１か月、３月は

これでやります。続けて４月から６月ぐらい

をそのままやることできないんですか。シス

テムを切って。 

１か月で本当何の意味があるのかなってい

う、非常に我々も苦しいんです。これに

1,600万円認めたら議会何やってんねんって

話になるからね。それがこの１か月でやるこ

とが、ここでこういうことを調べて絶対に増

加させる。みんなが聞いててこれやったら乗

車人数増加するよねっていうようなんがわか

るんだったら、住民さんも納得すると思いま

すよ。でもこれ、ほぼ変わらない。明らかに

結果見えてるし。 

それだったら最初の１か月は、システム使

うけどそのまま引き続いて３、４か月やって、

そこからシステムなしでもやってみるんです

って言ったら、もうちょっと面白いかなって。 

本当に１か月っていうのに、1,600万円て

本当に頭抱えるんです。 

そういうことを続けて、例えば期跨ぎにな

るけど、事業としては別とかにしてできない

のかちょっと聞かせてください。 

○委員長（才脇明美君） 

今ね、副町長がおっしゃったシステムのこ

とは、阪急バスの所有だからシステムを使わ

なあかんとおっしゃったんです。あるときは

阪急、あるときは町。 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今ちょっと私申し上げたのは、これってデ
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ジ田の交付金いただいてるから、このシステ

ムを入れる必要があるというところが、まず

一点あるというところでご理解いただきたい。

阪急バスの所有かどうかというところは、こ

れシステムはまた別のところが、ＳＷＡＴっ

ていうところが持ってるシステムでございま

すので、そういう形で今回経費を上げさせて

いただいているところがございます。 

永並議長おっしゃってる御指摘につきまし

てはですね、一旦、３月一月やらせていただ

いて、例えばその後システム除いて同じよう

な形で、今度はＡＩ除いたオンデマンドバス

っていうことになると思いますけども、それ

が可能かどうかどうかっていうところにつき

ましては、今そういう交渉を阪急バス、京都

タクシーとしておりませんので、今ここで何

とも申し上げにくいところでございます。 

ただ、御意見を踏まえて、業者のほうとは

一度協議のほうはさしていただきたいという

ふうに思います。 

○委員長（才脇明美君） 

ハニタスの車体本体がどこの所有かわから

ないから、混乱してくると思うんですよ。先

の話にも進まない。 

システムを使わなくて豊能町独自のバスに

しましょうと言ったら、それはもう阪急バス

だからと言われて、転々として私たちも混乱

するんですよ。デジ田の交付金をいただいて

るから、今はこれ３月まではしなければなら

ないということはわかります。 

そしたら阪急バスの持ち物って言うたはり

ましたやん。つじつまが合わない、筋が通ら

ない、わからないようになってしまってます。 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

車検が、今回阪急のほうからの見積りに上

がってるところは、先ほど私ご説明させてい

ただいたとおりでございます。 

委員長おっしゃってられるその車両の管理、

所有がはっきりせえへんからというところで

おっしゃられてると思うんですけども、それ

については先ほども申し上げておりますが、

これから阪急のほうと協議、宝塚の運行を契

機にこういう問題がきっちり委員のほうから

もご指摘いただいてるところでございますの

で、今もそれ阪急には当然投げかけさせてい

ただいて、阪急と協議しておりますので、そ

こは阪急のほうもそういうことですよねって

いうことで協議のテーブルには乗っていただ

いてますので、何らかの形で協定を巻かして

いただいた上で、きっちりさせていきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

阪急のそのやり方もちょっと不細工ですよ。

普通に今までは自分たちの所有で、自分たち

が管理してるっていう話合いの決着がついて、

最後に精算すればいいだけの話でしょ。今の

ままだと、これまではずっと阪急が管理して

た費用っていうものを途中で、いや豊能町の

所有だったらこれ見てくださいねって言った

ら最後決着ついたときどうするんですか。こ

こからここまでは精算して、ここからここま

では精算しないみたいな。法的にもややこし

いことだけをしてるような形になりますよ。 

それは、最低限最後に決着がついてからど

うするかっていう話にすればいいのに、なぜ

か途中の段階で。そしたら我々からしてみた

ら、阪急バスは町所有として認めてくれたの

ねって、追認したような感じで見えてしまい

ますよ。 

○委員長（才脇明美君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

ここの車検費用とかっていうのは、今、阪

急のほうからうちのほうに見積りいただいて

ます。これ走らすときが３月でございますの
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で、最終この補助金をお支払いする時にです

ね、例えばこれが阪急の所有やでってなって

ましたら、車検費用とかっていうものを我々

払うというのはおかしな話になってくるとい

うのもございますので、そのときまでには、

当然我々これ何らかの形で、協定なり提示さ

せていただいた上でこのお金を払うという事

になってくると思いますので、一旦は、補助

金としてこの費用も含んで阪急のほうから、

町のもんじゃないんですか、そうおっしゃっ

てられるならばということで提案いただいて

る金額でございますけども、最終的にこの金

額をこのままお支払いするのかどうかという

ところは、また改めて阪急と協議した上でと

ということになってまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

一旦は町のものですかという、一旦という

のは、余分と思うんですよ。 

 はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

いろいろ意見出てますけども、この車の所

有の件とかですね、あとシステムを外してや

れるんかみたいなそういう話とか、私は人件

費ね、高いけどなんとかならんのかというふ

うな話をさしてもらってますけども、例えば

そういったものを一旦ちょっと、しっかりと

議論というかね、詰めていただいた上で、も

う一度この費用を上げ直すみたいなそういう

余裕はないんですか。 

例えば、３月にやるって決まったらもう今

回12月でないと駄目なのか、その辺りどうな

んですか。例えばこれを、今懸案事項がある

のをちょっと一遍、関係者ですね、京都タク

シーとか阪急バスもそうですけどもその辺り

と協議した上で、それがこんな結果だったと

いうことでもって、改めていわゆる予算上げ

直すといいますかね、そういうことは時間的

に無理なんですか。その辺りどうなんです。 

○委員長（才脇明美君） 

浅海総務部理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

時間的なところが非常にあるのかなあと思

っております。今月ですね、12月17日にです

ね、地域公共交通会議を開催する予定をして

おります。そこに今回のハニタスの実証運行

についてもお諮りするという予定をしており

ますのと、それとあと様々な協議であります

とか、運輸支局への手続きとか、そういった

ものももうぎりぎりのところかなあというと

ころがございまして、なかなか時間的には非

常に厳しいのかなあという思いを持っており

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

地域公共交通会議じゃなくて、阪急バスと

どっちの所有かというのを決めてください。

地域公共交通会議の場じゃなくって。そした

ら議論が進むと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

暫時休憩いたします。 

再開は、放送をもって連絡させていただき

ます。 

（午前11時24分 休憩） 

（午前11時35分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

答弁をお願いいたします。 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  中川委員のほうからの御質問でございまし

て、いろいろその経費の件ございましたが、

もう一度おさらいさせていただきます。まず

人件費でございますが、これだけの費用かか

ってるというところがございますが、これ１
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回目、２回目もこれぐらいの金額でやらせて

いただいてるというのがございまして、今回

３回目も１回目、２回目と同様の運転費用と

いうことで上げさせていただいてるところが

ございます。 

あとミーティングポイントでございますけ

ども、これについても撤去どうすんねんとい

うところがございますが、これ陸運局、警察

と協議してこの期間だけやということでござ

いますので、例えばそれを１か月空けて、そ

のあとにもう一遍するねんとかというところ

は、もう一度確認だけは取らせていただきま

す。 

あと車検の費用とかその辺につきましては、

先ほど私申し上げてるような経過がございま

して、今阪急のほうからこういう負担が、補

助金としてこんだけの費用がかかりますよと

いうことでいただいてますけども、これにつ

きましては走らすまで、３月からこれ実証運

行するものでございますので、今管野委員の

ほうから車両の関係がようわからへん中でこ

んなことになってるというのもございますの

で、できればこの予算、もしお認めいただい

たとしましたら、我々走りだすまでにはです

ね、阪急とこのバスの管理費用、費用負担ど

うなるのか、誰の所有やねんというところは、

きっちり整理させていただいた上で、また改

めて議会のほうにお示しさせていただいた上

で走らすというふうにちょっと考えておりま

すので、そこんところはそういうことで御理

解いただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

あと冊子の件でございますけども、これに

つきましても秋元副委員長からも御指摘いた

だいております。ご利用ガイドでございます

が、これは今までどおりの金額ということで

補助金として上がってきておりますけども、

ここについても、今まであるものを活用しな

がらですね、広報等で周知していくというこ

とで、可能な限りこの費用については、抑え

ていきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結していいですか、この件は。 

はい、ほかに。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

ため池のですね、何ページやったかな。25

ページですかね。ため池のこれね、25ページ

の農業用施設改修事業、ため池の件で説明を

いただいてましたが、さっきちょっと休憩時

間中に聞きましたら、上杉池ではなかったん

ですね。 

その辺りもう少し御説明をいただきたいの

と、ため池そのものが廃止いうか何かそうい

うふうな方向になるというふうなことやった

んやけども、そのあとその池はどうなるのか

とかその辺りちょっとお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部、坂田です。 

先ほど委員のほうからありましたとおり、

上杉池ではなくて、吉川の山の神上池、下池

の分につきましてため池防災減災事業という

ことで、今回は廃池に、要は廃止するために

今現在実施設計を行っておるところで、それ

の落札減ということで今回不用額を上げさせ

ていただいているというところです。 

実際、設計がまだちょっと私の手元にまだ

来てないからあれなんですけども、恐らくた

だ単に埋めるだけではなくて、もともとため

池ありますから上流から水が流れてくる仕組

みとなってるんで、ある程度ためて余水吐と

か管などで下流のほうに放流していると思い

ますので、その埋めたときに、それを要は上

流と下流をつなぐような、何かしら、例えば
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側溝とかですね、水路みたいなもの、そうい

ったものも必要になります。 

ただ単に水路を設置するだけではなくて、

地下水の影響等もありますので、その構造物

が浮力といって浮いてしまったりとか、そん

なことになってしまうと構造物壊れてしまい

ますので、そういった検討も通常はするのか

なということで、ただまだ何も上がっていな

いというところですので、ちょっとわからな

いというところの説明です。 

もう一点その関連なんですが、先ほどちょ

っと私、歳入のほうの15ページで、国庫補助

金の４の土木費国庫補助金の社会資本整備総

合交付金476万円を、そのため池の落減に伴

うものという形で、御説明のほうさしていた

だきましたが、正しくは土砂災害のほうの住

宅補強補助金と、住宅移転補助金がこれの分

の不用額という形で、訂正させていただきま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

すいません、先ほどのいわゆる池を廃止す

るという部分の話ありがとうございます。そ

れで、まだいろいろ説明ある中で埋めた後の

いわゆる水の流れのパスいいますかね、そう

いった部分はまだはっきり決まってないみた

いな話でしたけども、それについてまた別途

費用がまたかかってくることになるというこ

となんですかね、設計費用とか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部、坂田です。 

今年度、詳細設計を今やっておりまして、

来年の３月、要は来年度の予算のときに、今

度は工事のほうの設計を上げていく予定で今

進めております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

すいません、一番最後のページ、これ質問

してもええのかな。最後のページじゃないわ。

何か職員の人数が何人とかいうやつ。職員じ

ゃない、すんません。給与費明細書、31ペー

ジですかね。 

補正後と補正前とありますが、この職員数

のところでお伺いしますが、議員が今12名と

いうふうになって補正後も12名なんですけど

も、残念ながら川上議員お亡くなりになった

んやけど、その辺りの人数はこれ今11人やけ

ども、この数字はこれでよろしいんですか、

12人となってますけども、 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

委員おっしゃるとおり、金額的には１名分、

月割で減額させていただいておるんですけれ

ども、ちょっとここの給与費明細書は増減反

映できておりませんでしたので、次また補正

するときがございますので、そのときに反映

するように訂正させていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

先ほどちょっと一点、ＡＩオンデマンドバ

スの件でちょっと御説明をするのが漏れてお

りましたので、一点だけちょっと補足して御

説明させていただきます。 

このタイミングというところでございまし

て、中川委員のほうがもう一度精査して予算

を上げたらどうかということもおっしゃって
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いただきましたけども、これ、３月に走らそ

うといたしますと、陸運局の届出手続で、ま

た一旦この車を緑ナンバーに替えたりってい

うところで２か月は、手続きに支障がござい

ます。 

そっから遡っていって、12月の地交会議に

かけて、今の予算を上げているということで

ございますので、これ、１月に予算上げてま

すともう全然３月に間に合わずに、４月以降

にずれ込んでいく、できないという話になり

ますので、このタイミングが本当に最後のタ

イミングということで御理解いただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

私からいいですか。 

26ページ、野生鹿、猪等農林被害防止事業、

この内容をちょっと詳しく教えていただけま

すか。 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

26ページの野生鹿、猪等農林業被害防止事

業の補正の内容ですが、まず12．業務委託料

13万5,000円ですが、こちらのほうは、最初

の説明でも申しましたとおりアライグマの処

理の委託料というところの費用になります。

昨年度の捕獲頭数が22頭に対しまして、11月

25日の時点ですが、既にアライグマのほう35

頭捕獲して処分しております。この推移から

いきますと、あとまだ20頭ぐらいというとこ

ろで見込みがありますので、その分補正させ

ていただいているところでございます。 

もう一つの次の18．補助金のほうですが、

こちらのほうは、農家さんが防止柵、電気柵

等を設置される補助ですが、これも11月25日

の時点ですが、予算額が108万4,000円に対し

まして、支出が11月25日現在で105万6,000円

というところで、ほぼほぼ使っているような

状況になっております。 

現在、今２件ほど御相談ございまして、来

年度予算でというお話もさせていただいてい

るんですが、できれば年度内に設置のほうさ

せてもらって春からの作付けに間に合わせた

いということで、２件分で20万円のほうを上

げさせていただきました。 

ということで、両方合わせて33万5,000円

いうように積算させていただいております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

（午前11時47分 休憩） 

（午前11時47分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

はい、再開します。 

これより討論を行います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

反対の立場で討論します。 

本来なら補正予算ですので、修正案を出さ

なきゃいけないんですけれど、地域公共交通

促進事業601万6,000円の反対をいたします。 

ＫＰＩを取るための１か月、バスの所有や

費用対効果もわからず、ずさんな計画で進め

ることに疑問がありますので反対いたします。 

なお、ＫＰＩの検証については、この先も

国のほうと交渉していただきたく思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 
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秋元です。 

この事業、ＫＰＩしなくちゃいけないのは、

重々わかってます。ただ、今回そういう意味

では非常に厳しいんです。私も気持ち的に。 

ただ今、副町長のほうから御答弁ありまし

たように、阪急とね、どちらの所有物かとい

うことをきちっとしていただきたいというこ

とやら、それから冊子のほう、できるだけ削

減できるならそのように取り組んでいただき

たいですし、ミーティングポイントのほうも、

陸運局のほうと交渉していただくかどうか別

としてきちっと詰めていただきたく思います。 

議長からもありましたけども、今後やって

くのにやっぱりシステムの運用なくてもいけ

るかどうか。こういったこともやっぱりきち

っと念頭に置いていただいて、なおかつ今副

町長がこうしますとおっしゃったことは、そ

の都度きちっとわかったら議会に報告してい

ただきたい。８月やら９月になってどんと出

すんじゃなくて、その都度今こうなってます。

ここまで削減できましたという、そういった

報告を期待して、私は賛成させていただきま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

ないですか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

この事業はね、交付金を受けた事業なので、

その条件を満たす必要があると私は考えてお

ります。これを拒否した場合に受けるリスク

のほうが高いと。もうとんでもないリスクが

生じる恐れがあるので、とにかく約束どおり

の事業をやらないといけないと、そういう考

えから賛成です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかにございませんか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

私も、賛成は賛成なんですけども、やはり

この人件費というところが非常に引っかかっ

てまして、通常平均乗車人数かな、26人とい

うね、数字も実際ありましたけども、それに

対してこの費用が妥当なのかっていう部分が

非常に私は引っかかっております。 

今回はもう、実証実験ということでの運行

にはなりますけども、この実証実験を受けて、

今後、実際本当にこれが走ることになるのか

どうかは、それ別にしまして、もしも走るよ

うなことになるんであれば、この費用はもっ

とやっぱり下げないかんと。だってこれ、シ

ステム費用と人件費とこの電話のね、受付代

だけでもこれ300万円かかるんですよね。 

年間これ掛けると3,600万円、こんだけの

費用をほんまに阪急バスとか、京都タクシー

だけで負担できるわけないですわね。そうな

ったらどうしても豊能町にしわ寄せやってく

るのは間違いない話ですんでね。そんなこと

を考えると、何としてでもやっぱり費用とし

てコスト下げるとこは下げていく必要がある

んで、今回実証実験やからこれ賛成させても

らいますけども、本当に実際運行するときに

はもっともっと経費をね、どんどん削減でき

るようなことをしないと駄目やと思うんで、

そういうことをしっかりと考えていただきた

いということを申し上げまして、賛成討論と

させてもらいます。 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手 ３：１） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手多数であります。 

よって、第53号議案は原案のとおり可決さ

れました。 
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以上で本委員会に付託された案件は、全て

終了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討論を

行う事項はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

異議なしと認めます。 

よって本委員会は、閉会することに決定い

たしました。 

これで、本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり町長から挨拶がご

ざいます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

はい、総務建設常任委員会の閉会に当たり

まして、一言御挨拶を申し上げさせていただ

きます。 

本日ですね、提案させていただきました議

案に対しまして、慎重に御審査を賜りまして

誠にありがとうございました。 

いただきました御意見等につきましては、

私もですね、今日は特に補正予算なんですけ

れども、補正予算についてもずっと伺ってお

りました。その意見等につきましてはですね、

私どもも真摯に受け止めさせていただいて、

今後のですね、執行に当たってはしっかりと

対応させていただきたいと思っておりますの

で、その点もよろしくお願い申し上げまして、

本日はありがとうございました。 

○委員長（才脇明美君） 

これをもって総務建設常任委員会を閉会い

たします。 

どうもお疲れさまでございました。 

 

午前11時54分 閉会 
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